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午前九時〇〇分開議 

○議長（髙野正君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人です。定足数

に達していますので、平成２９年美浜町議会第３回定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 ただし、大雨警報が午前８時４５分に発令されましたので、しばらく休憩します。 

 直ちにこの後、議会運営委員会を開きます。よろしく。 

午前九時〇〇分休憩 

   ―――・――― 

午後一時〇〇分再開 

○議長（髙野正君） 再開します。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、会議規則第１２６条の規定によって、９番 田渕議員、１０番 中

西議員を指名します。 

 日程第２ 会期決定の件を議題とします。 

 事務局長から別紙会期予定表を説明します。 

○事務局長（北裏典孝君） 説明します。 

 平成２９年美浜町議会第３回定例会会期予定表。 

 本日９月１２日・火曜日、本会議 

１番、会議録署名議員の指名 

２番、会期の決定 

３番、諸報告 

４番、全議案の提案理由説明 

散会後、地震・津波対策特別委員会を開きます。終了後、総務産業建設常任委員会及び文

教厚生常任委員会を開きます。 

 １３日・水曜日、本会議、一般質問。 

 １４日・木曜日、本会議、一般質問、議案審議。 

 １５日・金曜日、本会議、議案審議。 

 １６日・土曜日、休会。 

 １７日・日曜日、休会。 

 １８日・月曜日、休会、いずれも閉庁です。 

 １９日・火曜日、休会。 

 ２０日・水曜日、本会議、議案審議。 

 ２１日・木曜日、本会議、議案審議。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） お諮りします。 
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 本定例会の会期は、事務局長説明のとおり、本日から９月２１日までの１０日間にした

いと思います。 

 ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（髙野正君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２１日まで

の１０日間に決定しました。 

 日程第３ 諸報告を行います。 

 本定例会に提出された議案はお手元に配付していますが、事務局長から報告します。 

○事務局長（北裏典孝君） 報告します。 

 報告第１号 平成２８年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

議案第１号 和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び和歌山県市町 

村総合事務組合規約の変更について 

議案第２号 美浜町公共下水道事業基金の設置に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

議案第３号 美浜町公民館設置条例の一部を改正する条例について 

議案第４号 美浜町文化財保護条例の一部を改正する条例について 

議案第５号 美浜町介護保険条例の一部を改正する条例について 

議案第６号 美浜町営住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第７号 美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び美浜町公共

下水道条例の一部を改正する条例について 

議案第８号 工事請負契約の締結について 

議案第９号 平成２９年度美浜町一般会計補正予算（第２号）について 

議案第１０号 平成２９年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

議案第１１号 平成２９年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 

議案第１２号 平成２９年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て 

議案第１３号 教育委員会委員の任命について 

認定第１号 平成２８年度美浜町一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第２号 平成２８年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第３号 平成２８年度美浜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第４号 平成２８年度美浜町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第５号 平成２８年度美浜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第６号 平成２８年度美浜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第７号 平成２８年度美浜町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 以上です。 

○議長（髙野正君） 町長提出案件は以上です。 
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 本日までに受理した陳情書は、お手元に配付しました文書表のとおりです。 

 次に、監査委員会から９月例月出納検査結果について文書報告を受けています。お手元

に配付のとおりです。 

 平成２８年度決算審査結果等については、文書報告を受けています。お手元配付のとお

りですが、監査委員から報告を受けます。中西議員。 

○監査委員（中西満寿美君） 平成２８年度決算審査についての報告を行います。 

 審査の概要、審査期日は、平成２９年８月１０日と８月２１日、８月２２日、８月２３

日です。 

 審査の対象は、１つ、平成２８年度美浜町一般会計、２つ目が平成２８年度美浜町国民

健康保険特別会計、３つが平成２８年度美浜町農業集落排水事業特別会計、４つが平成

２８年度美浜町公共下水道事業特別会計、５つ目が平成２８年度美浜町介護保険特別会計、

６つ目が平成２８年度美浜町後期高齢者医療特別会計です。 

 概要は、地方自治法第２３３条第２項及び同条第５項の規定により、平成２８年度美浜

町一般会計歳入歳出決算及び特別会計５会計の決算等にかかわる審査の結果について、報

告します。 

 平成２８年度中に実施した例月出納検査・定期監査・随時監査等の結果を参考にしなが

ら、関係諸帳簿並びに諸書類を照査の上、審査を実施しました。 

 １番目、一般会計。 

 平成２８年度一般会計の決算額は、歳入４３億５１，１０２，１５６円、歳出が４１億

３７，６４４，６８１円で、平成２７年度に比較して、歳入で２．２５％、歳出で３．４３％、

それぞれ増加をしております。 

 歳出面においては、執行率９２．１８％で、明許繰越額として３２，２８６千円、予算

に対する不用額は１億１４，３８９，３１９円、２．５５％であり、前年度より０．１％

減少しています。 

 財政収支の状況で、決算状況は歳入歳出差引額２億１３，４５７，４７５円の剰余金が

生じております。翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費３２，２８６千円、

これを差し引いた実質収支は１億８１，１７１，４７５円で、単年度収支はマイナス

６０，５９２，９７４円です。 

 次に、財政指標について、財政構造の弾力性を測定する比率に使われる経常収支比率は

９１．７％、２７年度は８８．３％です。 

 ２．国民健康保険特別会計。 

 平成２８年度国民健康保険特別会計の決算は、歳入１２億３２，５７９，７６５円、歳

出１１億２２，１３４，８４７円で、前年度に比較して、歳入は２．５８％、歳出は

７．０６％、減少しております。 

 歳入歳出差引額（実質収支額）は１億１０，４４４，９１８円となっております。歳入

の１９．５０％を占める保険税では、前年度に比べ３．８８％の減少です。不納欠損額と
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して７件、４０７千円を処分しております。 

 ３．農業集落排水事業特別会計。 

 平成２８年度における決算額は歳入歳出ともに８７，８６８，６４０円で、前年度に比

較して、歳入５２．８４％、歳出５２．８３％、それぞれ減少しております。歳入歳出差

引額はゼロ円、実質収支額はゼロ円です。 

 ４．公共下水道事業特別会計。 

 平成２８年度における歳入決算額は１億５１，４２３，３８３円、歳出１億

５１，３１０，８８３円、前年度に比較して、歳入４２．２０％、歳出４１．４３％、そ

れぞれ減少しています。歳入歳出差引額１１２，５００円、実質収支額は１１２，５００

円です。 

 ５．介護保険特別会計。 

 平成２８年度における歳入決算額は８億２４，６５８，９２２円、歳出８億７，６０４，２０２

円、前年度に比較して、歳入１．５３％、歳出０．８０％、それぞれ増加しています。 

 歳入歳出差引額（実質収支額）は１７，０５４，７２０円となっております。歳入の

１９．０２％を占める保険税では、前年度に比べ１．６７％増加です。不納欠損額として

８４件、７０６，３７０円を処分しています。 

 ６．後期高齢者医療特別会計。 

 平成２８年度における歳入決算額は１億８８，７２０，４３２円、歳出１億

８７，４６７，８３２円で、前年度に比較して、歳入５．４１％、歳出５．５９％、それ

ぞれ減少しています。 

 歳入歳出差引額（実質収支額）は１，２５２，６００円となっています。歳入の３２．１１％

を占める保険税では、前年度に比べ３．８６％の増加です。 

 以上、審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書

は、法令に基づいて調製されており、計数は関係帳簿及び証拠書類等と照合した結果、計

数的に正確であり、内容も正当なものでした。 

 審査の意見。 

 （１）不用額について。 

 不用額の総額は、１億１４，３８９，３１９円で前年とほぼ同額が計上されています。

不用額については、経費を抑制削減しながら予算編成し、そして執行されている中で、結

果として不用額が生じているものと考えます。不用額が生じる場合は、減額補正に努める

とともに、不用額となった原因について内容を分析し、今後の予算編成に的確に反映させ、

財政効率の向上に努めていただきたい。 

 （２）基金について。 

 財政調整基金残高は、平成２８年度末で１３億５６，１３９，１１１円となっており、

前年度末と比較して１２，９０３，７６３円増加しており、２年連続の増加です。 

 今年度においては、財政調整基金の一部、３億円を債券に振りかえて保管するように
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なっています。その運用益に期待をされてのことと思いますが、満期が２０年と長期にわ

たるなど、一抹の懸念を持つところです。 

 （３）公用車の保有について。 

 公用車の保有台数は、決算年度末現在において５１台、うち軽自動車３０台となってお

ります。５年前決算と比較して特に軽自動車が１０台増加しています。軽自動車は、汎用

性・利便性が高く、住民サービスを提供する上ではなくてはならないものですが、常に良

好な状態で管理しなければならない物品です。 

 各公用車ごとに運行記録簿を具備しているところですが、そのデータを分析するなど、

真に必要台数を検証すべきではないかと考えます。 

 平成２８年度一般会計歳入歳出決算の歳入歳出差引残高は２億１３，４５７，４７５円、

実質収支額は１億８１，１７１，４７５円で黒字決算となっています。また、各特別会計

についても黒字あるいは均衡決算となっています。 

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９１．７％で、前年度と比較して３．４ポイン

ト、若干上昇しております。 

 町財政の中で、地方交付税に依存する割合は高くなっていますが、今後の社会情勢の変

動により減少してくることも推測されます。その反面、高齢者人口の増加等に伴う社会保

障費の増加、さらに地震・津波による防災・減災対策の強化、公共施設の老朽化に伴う整

備等、今後の財政需要は一段と増大するものと予想されます。 

 今後、自主財源の確保と常に厳しいコスト意識を持って効率性・効果性の観点から事務

事業の改善に努めるなど、財政規律と投資のバランスを図りながら、健全な財政運営に努

めてもらいたいと思います。 

 また、既に町政の基本的な方向を示す長期総合計画後期計画、人口ビジョン、地方創生

総合戦略、行政改革実行計画が策定され、現在進捗されている中で、本年度においては公

共施設等総合管理計画が策定されています。今後、これらの計画を連携させ、職員一人一

人の意識を高め、常に住民福祉の向上を推進する町政運営に取り組まれることを期待しま

す。 

 次に、平成２８年度の決算審査意見書ですが、水道事業会計について報告します。 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された平成２８年度美浜町水道事

業会計の決算書類について審査をしたので、その結果を報告します。 

 １．審査期日、平成２９年７月１０日。 

 ２．審査対象、平成２８年度美浜町水道事業会計。 

 ３．審査の方法。 

 決算審査に当たって、町長から提出された決算書類が、地方公営企業法及び関係法令に

基づいて作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているか検証するため、

決算諸表、その他帳簿及び証拠書類との照合等のほか、関係職員から決算について説明を

聴取するなどの方法により審査しました。 
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 また、事業の経営内容を把握するため計数の分析を行うとともに、公営企業経営の基本

原則である経済性の発揮及び公共の福祉の増進に寄与しているかについても審査しました。 

 その他、平成２８年度中に実施した例月出納検査・定期監査・随時監査の結果も参考に

しながら審査を実施しました。 

 ４．審査の概要。 

 収益的収入及び支出についての水道事業収益は、決算額１億４２，１９７，９２８円で、

その内訳は営業収益１億２０，２１７，４７２円、営業外収益２１，９８０，４５６円で

す。 

 水道事業費用額は、決算額１億１９，６７６，２５４円で、その内訳は営業費用１億

１１，０１３，６３０円、営業外費用８，６６２，６２４円です。 

 資本的収入は、予算額１億７５，１４０千円に対し、決算額は、１億７１，５６５，３２０

円です。資本的支出は、決算額２億６５，３０８，７８２円で、執行率は９６．８０％で

す。 

 また、資本的収入が資本的支出に不足する額９３，７４３，４６２円については、過年

度分損益勘定留保資金２１，１３９，４４１円、当年度分損益勘定留保資金３９，９０９，５０２

円、当年度消費税資本的収支調整額１７，４６６，０８０円、建設改良積立金

１５，２２８，４３９円で補塡しています。 

 次に、損益計算書では、営業収益合計１億１１，３４６，５８４円、営業費用合計１億

８，９９３，１１９円となり、差し引きすると営業利益は２，３５３，４６５円です。 

 また、営業外収益合計１６，９９２，１２１円、営業外費用合計８，６８５，４４０円

となり、経常利益は１０，６６０，１４６円となります。特別利益と特別損失はなく、当

年度純利益は、経常利益と同じ１０，６６０，１４６円です。年度末の未処分利益剰余金

は９９，３２４，７４３円です。 

 以上が決算の概要です。 

 審査の結果、審査に付された決算報告書は、地方公営企業法及び関係法令に準拠して作

成されており、その計数は正確であり、経営成績及び財政状態を適正に表示していると認

めます。 

 ６．審査意見。 

 給水人口は、平成２５年度に８，０００人を割り込み、さらに引き続き減少しており、

平成２８年度は７，４３０人となっています。また、１人当たりの給水量も減少傾向と

なっていることから年間給水量は平成以降最低の９０５,０００㎥となっています。 

 今後の水需要の動向は、人口動向が大きく左右することから、現状では需要の増加が見

込めないと予測されます。さらに効率的な事業運営の推進に努めてもらいたい。 

 有収率は９５．９９％で過去数年間のデータと比較すれば、ほぼ高率の横ばい状態であ

り評価できるものです。なお一層の有収率の高率維持に努力していただきたい。 

 建設改良事業については、配水施設改良費として、西山配水池の増設工事１億



平成２９年美浜町議会第３回定例会（第１日） 

 

10 

 

８１，８２５，５６０円、同電気設備工事３１，３５７，８００円では、緊急遮断弁等が

設置されるなど事業の進捗が図られ、給水の安定供給の確保に向けた取り組みが行われた

ところです。 

 しかしながら、今後、浄水場などの施設の耐震化、また、施設の更新需要の増加が見込

まれる中で、多額の支出が経営を圧迫することのないよう将来にわたり安定的な水道事業

経営に努められたい。 

 最後に、決算に係る財政健全化審査・経営健全化審査について報告します。 

 審査の概要。 

 審査期日、平成２９年８月２３日。 

 審査対象、１．平成２８年度決算に係る健全化判断比率、２．平成２８年度決算に係る

資金不足比率。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、健全化判断比率・資金不足比率等にかかわる審査の結果について報告します。 

 町長から提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施しました。 

 １．健全化判断比率。 

 実質赤字比率。 

 平成２８年度一般会計歳入歳出決算においては、赤字はなく、実質収支額が１億

８１，１７１，４７５円の黒字であることから、実質赤字比率は発生していません。なお、

早期健全化基準の１５％は、標準財政規模に対する赤字額の割合を言います。 

 連結実質赤字比率。 

 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、農業

集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計、水道事業会計の各会計における平成

２８年度決算においては、それぞれ赤字もしくは資金不足はなく、これらを連結させた場

合、４億８９，８５０千円の黒字であることから、連結実質赤字比率は発生していません。

なお、早期健全化基準は２０％です。 

 実質公債費比率。 

 一般会計における公債費や特別会計・一部事務組合に係る公債費負担をもって算出され

た平成２８年度決算に係る実質公債費比率については、６％となっており、早期健全化基

準の２５％と比較すると、これを大きく下回っています。 

 将来負担比率。 

 一般会計が実質的に負担することとなる地方債残高や退職手当支給予定額などをもって

算出された平成２８年度決算に係る将来負担比率については、４９．９％となっており、

早期健全化基準の３５０％と比較すると、これを大きく下回っております。 

 ２．資金不足比率。 

 農業集落排水事業特別会計並びに公共下水道事業特別会計、水道事業会計の各会計にお
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ける平成２８年度決算においては、いずれも資金不足はなく、よって、資金不足比率は発

生しておりません。なお、経営健全化基準は２０％です。 

 以上、審査に付された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定となる事項を記載し

た書類は、いずれも適正に作成されているものと認めます。 

 平成２８年度の財政健全化判断比率において、実質赤字比率及び連結赤字比率はともに

なく、また実質公債費比率及び将来負担比率はともに早期健全化措置が要求される基準値

を大幅に下回っており、国が示す基準をクリアしております。 

 しかし、財政健全化判断比率はあくまで財政状況を示す目安にすぎず、従来からの経常

収支比率なども含め、早期健全化基準に近づかない財政運営を推進していく必要がありま

す。 

 経営健全化審査においての対象会計は、農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業特

別会計及び水道事業会計の３会計で、いずれの会計においても資金不足はなく事業の経営

は健全な状態となっております。今後とも、経営健全化基準に近づかない経営を推進して

いく必要があります。 

 以上のことから、健全で安定的な財政運営を維持できるよう、最少の経費で最大の効果

が得られるよう、費用対効果を念頭に置いて行財政運営を推進し、住民の福祉の向上に一

層の努力を求めるものであります。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（髙野正君） 次に、議員の派遣の件についての派遣結果の報告については、お手

元に配付のとおりです。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定によって、本定例会に説明員として出席通知のあり

ました者の職、氏名を一覧表として、お手元に配付しています。 

 次に、教育長から、平成２９年度美浜町教育委員会点検評価報告書が提出されています。

お手元に配付のとおりです。 

 これで、諸報告を終わります。 

 日程第４ 全議案の提案理由説明を求めます。町長。 

○町長（森下誠史君） 皆さん、こんにちは。 

 平成２９年美浜町議会第３回定例会に提案いたしました報告１件、議案１３件、認定７

件について提案理由を申し上げます。 

 まず、報告第１号は、平成２８年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告

についてでございます。 

 財政の健全性に関する指標を公表し、全国一律の基準に照らし合わせて、もし基準を超

えれば、再生を図るための計画策定が義務づけられるものでございますが、平成２８年度

の決算の結果、当町では実質赤字比率、連結実質赤字比率はいずれも赤字はなく、赤字比

率は発生してございません。 

 また、実質公債費比率につきましては６．０％、将来負担比率につきましては４９．９％
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となり、早期健全化団体基準を大きく下回ってございます。 

 平成２８年度決算に係る資金不足比率につきましても、対象の特別会計ではいずれも資

金不足は発生してございません。 

 議案第１号は、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び和歌山県市

町村総合事務組合規約の変更についてでございます。 

 和歌山県市町村総合事務組合のうち、退職手当に関する事務について、紀の海広域施設

組合が非常勤公務災害に関する事務について有田聖苑事務組合、有田郡老人福祉施設事務

組合、有田衛生施設事務組合の３つの組合が共同処理したい旨の通知がありましたので、

規約の変更について議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第２号は、美浜町公共下水道事業基金の設置に関する条例の一部を改正する条例に

ついてでございます。 

 松原地区公共下水道事業につきましては、平成２８年度をもって計画区域の管渠工事が

終了いたしましたので、基金に余剰金が生じた場合の処分の方法として、条文に精算の規

定を追加し、受益者負担金を還付できる規定を設けるものでございます。 

 議案第３号は、美浜町公民館設置条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 地方創生拠点整備交付金を活用して三尾分館の２階部分をレストランとして活用するこ

こととなっていることから、美浜町公民館設置条例を改正して、三尾分館については、１

階部分のみが公民館であるとするものでございます。 

 議案第４号は、美浜町文化財保護条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 本条例の目的を規定する第１条中の文化財保護法の引用条文が、第９８条の第２項から

第１８２条第２項に変更されていることが判明したため、整合性を図るため条例を改正す

るものでございます。 

 議案第５号は、美浜町介護保険条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 今回の条例改正は、条文中、過料の規定を定めています部分について、その根拠である

介護保険法第２１４条第３項の規定が改められることから、同様に本条例も改正するもの

でございます。 

 議案第６号は、美浜町営住宅条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 このたび、国の公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則が改正され、一部の条文が削

除、追加されたため、美浜町営住宅条例のうち引用する部分が条ずれすることになります

ので、入居者の同居の承認や入居の継承などを定めた関係部分を整備するものでございま

す。 

 議案第７号は、美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び美浜町公

共下水道条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 今回の改正は、来年４月からの町内の下水道料金統一に向けて、第１条で農業集落排水

事業に係る料金について、第２条で公共下水道事業に係る料金について、それぞれ条例を

改正するものでございます。 
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 議案第８号は、工事請負契約の締結についてでございます。 

 町道吉原上田井線橋梁下部工事の入札につきましては、去る８月２２日に入札執行いた

しました。 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、

落札者との契約に関する議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案第９号は、平成２９年度美浜町一般会計補正予算（第２号）についてでございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１８，００５千円を追加し、補

正後の歳入歳出予算の総額を４１億７５，７４４千円とするものでございます。 

 まず、３ページ、４ページに債務負担行為の追加、廃止と、地方債の変更を計上してご

ざいます。 

 歳入では、まず８ページ、地方交付税の増額は財源調整によるものでございます。 

 国庫支出金・国庫補助金・土木費国庫補助金の減額は、吉原上田井線の事業費とその国

庫補助率が下がったことによるもの、教育費国庫補助金の追加は、松洋中学校特別教室等

の空調設備設置事業に国の学校施設環境改善交付金の内示がありましたので追加するもの

でございます。 

 今回の補正予算で大きなものは、この２点でございまして、あとは各種補助金などでご

ざいます。 

 歳出では、１４ページの土木費・道路橋梁費・道路新設改良費１５，０００千円の減額

は、平成２９年度の吉原上田井線改良事業に関し、執行できる補助事業費が確定したこと

によるものでございます。 

 １６ページの教育費・中学校費・学校管理費２４，８８１千円の追加は、継続して要望

していました松洋中学校の特別教室棟の空調設備について、国の補助金が採択された旨の

連絡が入りましたので、設計監理費と工事費を計上するものでございます。 

 そのほかの歳出につきましては、台風５号による経費やマイナンバー関連の経費などで

ございます。 

 議案第１０号は、平成２９年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てでございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５０，５５８千円の追加をお願い

いたしまして、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２億６４，２６４千円とするも

のでございます。 

 議案第１１号は、平成２９年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてで

ございます。 

 今回お願いいたします補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ９，１１４千円

を追加して、補正後の歳入歳出予算の総額を８億６０，８６７千円とするものでございま

す。 

 議案第１２号は、平成２９年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ
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いてでございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，２５３千円を追加して、補正

後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億９５，４８０千円とするものでございます。 

 議案第１３号は、教育委員会委員の任命についてでございます。 

 現在、美浜町教育委員をお願いしています美浜町大字和田３９６番地の内２号、出口和

幸氏の任期が本年９月３０日までとなってございます。 

 出口氏は平成２５年１０月に教育委員会委員に任命させていただき、今日まで町の教育

行政に積極的に取り組まれ、ご活躍いただいてございます。 

 このたび任期を迎えるに当たり、出口氏を再度教育委員として任命いたしたく、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるもの

でございます。 

 認定第１号は、平成２８年度美浜町一般会計歳入歳出決算認定について、地方自治法第

２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて認定をお願いするものでございま

す。 

 認定第２号 平成２８年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認

定第３号 平成２８年度美浜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認

定第４号 平成２８年度美浜町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定

第５号 平成２８年度美浜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第６号 

平成２８年度美浜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、以上５件につき

ましても、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて認定をお

願いするものでございます。 

 次に、認定第７号 平成２８年度美浜町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、決算に伴う剰余金を剰余金処分計算

書（案）のとおり処分し、あわせて同法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を

つけて認定をお願いするものでございます。 

 以上、本定例会に提案いたしました報告１件、議案１３件、認定７件について、一括し

て提案理由を申し上げました。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 したがって、本日はこれで散会します。 

午後一時四十八分散会 

 再開は、あす１３日午前９時です。お疲れさまでした。 

 なお、この後、特別委員会を行いますので、委員長の指示に従ってください。 


